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エグゼクティブサマリー
2019年9月3日、経済協力開発機構（OECD）は、税源浸食及び利益移転（BEPS）
プロジェクト行動13「移転価格文書化および国別報告書」のミニマムスタン 
ダードについてのピアレビュー第2フェーズの結果（コンピレーション）を発表しま
した1。

コンピレーションによれば、80を超える国・地域が、多国籍企業（MNE）グループ 
に対し国別報告書（CbCR）の提出義務を課す法律をすでに導入しており、連結グ
ループ総売上が7億5,000万ユーロを超えるほぼすべてのMNEグループを対象
としています。法律が制定されている場合、CbCRの実施は行動13のミニマムス
タンダードにほぼ一致していることが判明しています。一方41の国・地域は国内
の法的または行政上の枠組みの導入または最終化を促すよう全般的な勧告を受
けており、17の国・地域はその枠組みの特定の領域を改善することを求めるいく
つかの勧告を受けました。

この次の年次ピアレビュー（フェーズ3）は2019年7月に開始され、フェーズ2
ピアレビューで勧告を受けた事項に対処する国・地域の進捗状況に焦点を当
て、OECD包摂的枠組みに参加するすべての国・地域のレビューを行うことを目指
しています。

http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Tax-alert-library%23date
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Tax-alert-library%23date
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さらに、OECDはCbCRに関する各国・地域の情報に関する
Webサイトを更新しました。更新されたWebサイトには、各国・
地域のCbCR実施に関するハイレベルの情報を提供する一覧
表が含まれています。この表は、各国・地域によるCbCR導入
の有無、CbCR規則の発効日、CbCRの閾値、提出期限、ローカ
ルファイリングおよび最終親会社届出事項提出要件導入の有
無、CbCRの自動的交換に関する権限ある当局による多国間
合意（MCAA）に署名しているか否か、MCAAの下での交換に
関して互恵的であるか否か、そしてCbCRの適切な使用を確
保する管理の有無についてまとめています。

詳細解説
背景
2015年10月、OECDはBEPS行動計画の15の重点分野に
関する最終レポートを公表しました2。行動13は特にCbCR
に関連し、ミニマムスタンダードとして特定の報告要件を 
設定し、これがピアレビューの対象となります。2017年2月 
1日、OECDはBEPS行動13CbCRについてピアレビューの
付託条項（ピアレビュードキュメント）を発表しました3。ピアレ 
ビュードキュメントにおける付託条項は、CbCRの次の3つの
重要な側面、（a）国内法上または行政上の枠組み、（b）情報交
換の枠組み、および（c）CbCRの機密保持と適切な使用に焦点
を当てています。

ピアレビューの手続きは、2017年から2019年にわたる段階
的なアプローチであり、ミニマムスタンダードとの不一致を早
期に感知できるようにするとともに、不一致に対処する措置
を講じる機会を提供するものです。ピアレビューの各フェーズ
では、各国・地域における実施状況のさまざまな重要な側面に 
焦点を当てています。フェーズ1では、国内法または行政上の
枠組みと機密保持という側面に焦点を当てました。フェーズ2
では、情報交換の枠組みと適切な使用に重点が置かれていま
す。フェーズ3では、各国・地域の実施状況について3つの重要
な側面すべてを確認します。

2018年5月23日、OECDはCbCR実施に関連する法律または
情報を提供した95カ国・地域のレビューに基づき、年次ピアレ
ビューの最初のコンピレーションを公表しました4。

CbCRに関する年次ピアレビューレポート 
（フェーズ2 –コンピレーション）

2019年9月3日、OECDは年次ピアレビューの第2回コンピ 
レーションを公表しました。レビューは2019年3月31日時点
の実施状況を全般的に反映していますが、CbCR交換を開始
した国・地域間の関係数の情報は2019年5月31日時点の状
況を反映しています。

コンピレーションは、包摂的枠組みに参加する116カ国・地域
のピアレビューについて報告しています5。2018年10月1日
後に包摂的枠組みに参加した国・地域、もしくはピアレビュー
の付託条項によってピアレビューに参加しないことを選択した
一部の国・地域は上記には含まれていません。ピアレビューに
参加しない国・地域は、閾値を超える連結売上を有するMNE 
グループの最終親会社である居住者企業を有さないこと、お
よびCbCRのローカルファイリング要件がないことを確認する
必要があります。レビューを受けた各国・地域が受け取ったそ
れぞれ個別のレポートをまとめたものがコンピレーションとな
ります。

パートA： 国内法上または行政上の枠組み
各国・地域のレポートの最初の部分パートAでは、要件を満た
す納税者が税務当局に対しCbCRを確実に行うために、その
国・地域が国内法および行政を整備しているか否か、そして該
当する場合には、最初の年次ピアレビューでなされた勧告に
対し評価を受けた国・地域が対応しているか、または対応がな
されず未だ勧告がそのままとなっているかを分析しています。
パートAは、（a）親会社の提出義務、（b）その範囲と期限、（c）
ローカルファイリングの制限、（d）代理提出の場合のローカル
ファイリングの制限、（e）有効な実施、を対象としています。

コンピレーションによれば、80を超える国・地域でCbCRにつ
いて国内法の枠組みが整備されており、連結グループ売上高
が7億5,000万ユーロ超のほぼすべてのMNEグループが対
象となっています。また残りの包摂的枠組みの国・地域は、国
内法の枠組みの最終化に向けて取り組んでいるとのことで
す。コンピレーション発表時のOECDのプレスリリースによれ
ば、法律が制定されている場合、行動13ミニマムスタンダード
とほぼ一致したCbCRが実施されていることが明らかとなりま
した6。

レビューを受けた116カ国・地域のうち、58の国・地域が国内
法および行政上の枠組みに関連するすべての付託条項を満
たしました7。41の国・地域に対し、国内法および行政上の枠組
みの整備または最終化を促す全般的な勧告がなされ8、17の
国・地域に対しては、枠組みの特定領域の改善を促す1つ以上
の勧告がなされました9。これには、法律の定義を修正してミ
ニマムスタンダードに確実に準拠させること、グループ売上高
の閾値の修正と明確化、およびCbCRのローカルファイリング
要件の制限などが含まれています。
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パートB： 情報交換の枠組み
レポートのパートBでは、各国・地域がCbCRの自動交換を可
能にする国際的な情報交換協定を締結しているかどうか、お
よびその程度について述べています。これには（a）情報交換
の枠組み、（b）交換情報の内容、（c）情報交換の完全性、（d）
交換の適時性、（e）交換の一時停止または適格当局間合意
（QCAA）終了のプロセス、（f）システム障害または重大な不
適合を判断する前の他の当局との協議、（g）情報交換の形式、
（h）送信方法等、情報交換のすべての側面のレビューが含ま
れます。

コンピレーションによれば、67の国・地域が、2016年1月1日
以降、または2017年1月1日以降開始課税期間に発効する多
国間または二国間当局合意を有しています。2019年8月現
在、82の国・地域がCbCRのMCAAに署名し10、2,200を超え
る二国間の交換関係が始動しています。これらには、MCAAに
おける交換関係、EU理事会指令2016/881/EUにおける欧
州連合（EU）加盟国間、および租税条約もしくは租税情報交換
協定における権限ある当局二国間交換協定の署名者間の関
係が含まれます。

コンピレーションは、まだ有効な協定を整備していない国・地
域に対し、MCAAへ署名し、MCAAにおける二国間関係を始
動させるさらなる措置を講じるように奨励しています。MCAA
に署名していない国・地域に対しコンピレーションはもう1つ
の選択肢として、機密保持、一貫性、および適切な使用条件を
満たす二国間の権限ある当局間協定を、包摂的枠組みの加
盟国・地域と締結するべく積極的に取り組むことを提案してい 
ます。

レビューを受けた116カ国・地域について、54の交換関係が
情報交換に関するすべての付託条項を満たしていました11。
残りの62カ国・地域は、特定の領域を改善することを求めるい
くつかの勧告を受けました。これらの勧告には、包摂的枠組み
の加盟国・地域との、機密保持、一貫性、および適切な使用条
件を満たす二国間の権限ある当局間協定締結に取り組むこ
と、およびこれによってその国・地域が税務情報の自動交換を
規定する情報交換協定を有効にすることなどが含まれます。
また、最初の情報交換に先立って、情報交換の枠組みに関す
る付託条項に定められた方法で確実に情報交換が行われるよ
うにするためのプロセス、または文書化された手順を導入す
るようにとの勧告もあります。

パートC： 機密保持と適切な使用
レポートの最後パートの第3部では、各国・地域が、CbCRの機
密を確実に保持し、適切に使用するための措置を有している
かが評価されています。機密保持に関して、国・地域は、特に、

受け取った情報を機密情報として取り扱い、ローカルファイ 
リングによって入手するCbCRに含まれる情報の機密性の法
的保護を実施することを規定する国際的な情報交換メカニズ
ムを持つべきであり、機密情報の不正開示または不正使用に
対して効果的な罰則を設けて、全般的に実務上、機密保持を
確保するものとされます。

適切な使用に関して、ピアレビューでは、受け取ったCbCRは、
移転価格リスクやその他のBEPS関連リスクのハイレベルな
評価、および必要に応じた経済分析ならびに統計分析にのみ
使用できるものであり、詳細な移転価格分析の代替や移転価
格の妥当性に関する推断的な証拠として、または配分式に基
づいて納税者の所得を調整するために使用することはできな
いとされています。

コンピレーションによれば、58の国・地域がCbCRの適切な使
用を確保するための措置を講じています12。OECDは、CbCR
の適切な使用に関する詳細情報を、最初の年次ピアレビュー
では39カ国・地域から、2回目の年次ピアレビューではさらに
19カ国・地域から受け取っています。他の国・地域は、適切な使
用に関する措置がまだ整備されていない、または整備中であ
るかもしくはこの点に関する情報を提供していません。アンギ
ラ、バハマ、バーレーン、バミューダ、英領ヴァージン諸島、ケイ
マン諸島、コスタリカ、キュラソー、ナイジェリア、ペルー、ルー
マニア、カタール、タークス・カイコス諸島、およびアラブ首長
国連邦は、非互恵的な国・地域であり、交換パートナーにCbCR
を提供することを約していますが、他の国・地域の税務当局に
提出されたCbCRを受け取ることはせず、またローカルファイ
リングの適用はありません。そのため、これらの14カ国・地域
については、パートCの対象となるコンプライアンスについて
の評価は行われませんでした。

機密保持要件の評価について、コンピレーションは、税の透明
性と情報交換に関するグローバルフォーラムの作業と結論に
基づいてレビューが行われたとしています。グローバルフォー
ラムは、自動的情報交換（AEOI）の標準に関して機密保持と
データ保護の専門家による予備的評価を実施しています。レ
ビューの対象となった116カ国・地域のうち、73の国・地域は
AEOI標準の実施に関連する機密保持とデータ保護に関する
グローバルフォーラムによる評価をすでに受けており、これら
の国・地域に対する勧告はありませんでした。一方12の国・地
域はレビューの結果を受けて、現在グローバルフォーラムに 
よって公表された行動計画に取り組んでいます。これには国・
地域の内部システムおよび手続きに関する非公開情報が含
まれているため、作業結果は公表されておらず、これ以上の機
密保持レビューの詳細はコンピレーションに述べられていま 
せん。
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OECDによるCbCR実施概要とその他の 
CbCR関連作業
コンピレーションでは、2018年6月に行われたCbCRの最初
の交換以降、移転価格およびその他のBEPS関連リスクの評
価に際し、税務当局がCbCRを効果的に使用できるよう支援す
る作業が進行中であると述べられています。コンピレーション
発表時のOECDのプレスリリースによれば、大規模なMNEの
多国間リスクを評価する国際コンプライアンス保証プログラ
ム（ICAP）の試験導入13、税務当局の国際的に共通する税務
リスク要因に対する理解と潜在的なリスク指標解釈の一貫性
を向上させるための比較リスク評価（CoRA）イニシアチブ、税
務当局によるCbCRを使用した潜在的な税務リスクの重要指
標特定を支援するためにOECDによって現在開発中の税務リ
スク評価ツール（TREAT）など、CbCRはいくつかの関連プロ
ジェクトの中心となっています。これらの関連プロジェクトに加
え、OECDは2020年のCbCRミニマムスタンダード・レビュー
の作業を進めており、CbCRの内容を変更して追加または異
なるデータ報告を求める必要性を評価するために、パブリック
コンサルテーションを2020年初頭に実施することがプレスリ
リースで発表されました。

コンピレーションの発表に加え、OECDは各国・地域のCbCR
実施状況に関するWebサイトを最近更新し、ハイレベルの
情報を提供する一覧表を提供しています。ウェブサイトでは
さらに、国・地域によるCbCR導入の有無、CbCR規則の発効
日、CbCR要件の閾値、提出期限、ローカルファイリングお
よび通知導入の有無、CbCRのMCAAに署名しているか否
か、MCAAにおける情報交換に関して互恵的または非互恵的
であるか、そしてCbCRの適切な使用を確保する管理の有無
についての情報を提供しています。

今後の影響
この次の年次ピアレビュー（フェーズ3）は2019年7月に開始
され、フェーズ2ピアレビューで勧告を受けた事項に対処する
国・地域の進捗状況に焦点を当て、OECD包摂的枠組みに参加
する残りの国・地域のレビューを行います。

コンピレーションは、CbCR要件の実施が世界中で大きな進展
を見せたこと、その結果として税務当局間での税務・財務デー
タの共有が増加したことを確認しています。したがって、納税
者は、CbCRの提出によって1つの税務当局に提供される情報
が、他の関連する国・地域と共有されるということを認識しな
ければなりません。

さらに、OECDリスク評価ツールが今後整備されるということ
は、多くの税務当局がすでにCbCRデータ分析を使用している
ことに加え、MNEのデータガバナンスへの取り組みが現在と
将来両方の要請を確実に満たすようでなければならないとい
うことを強く示しています。

またCbCRミニマムスタンダードに関して2020年初頭にパブ
リックコンサルテーションが行われるという発表にも留意が必
要です。企業は、このコンサルテーションに参加し、CbCRに関
する経験に基づくフィードバックを提供することができます。
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https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecd-releases-peer-review-documents-on-beps-action-5-on-harmful-tax-practices-and-on-beps-action-13-on-country-by-country-reporting
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https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecd-launches-international-compliance-assurance-programme-pilot
https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecds-forum-on-tax-administration-announces-international-compliance-assurance-programme---icap---2-0-and-publishes-new-pilot-handbook
https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecds-forum-on-tax-administration-announces-international-compliance-assurance-programme---icap---2-0-and-publishes-new-pilot-handbook
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